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杉並区出産・子育て応援事業 FAQ 

（流産・死産された方へ） 

 

Q1 自分がどの対象になるか、何が貰えるかわかりません。 

A 流産・死産をしたことが産科医療機関等で確認された日によって支給されるものが異な

ります。 

 

【令和 7 年 4 月 1 日以降に流産・死産された方】 

妊婦支援給付金（妊娠に対して 5 万円、子どもの人数に応じて 5 万円）を支給します。 

出産・子育て応援ギフトは支給対象外です。 

 

【令和 7 年 3 月 31 日以前に流産・死産された方】  

出産応援ギフト（5 万円相当の商品と交換できる専用カード）の対象です。妊婦支援給付金

は支給対象外です。なお、出産応援ギフトの申請受付は令和 8 年 3 月 31 日に終了していま

す。 

 

※出産応援ギフト及び妊婦支援給付金は複数の市区町村から二重に受けることはできない

ため、他自治体で受給済みの場合は対象外です。 
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妊婦のための支援給付について 

Q2  妊婦のための支援給付と妊婦支援給付金の違いは何ですか。 

A 「妊婦のための支援給付」は給付の名称で、「妊婦支援給付金」は支給される給付金の名

称です。 

 

Q3 所得制限はありますか。 

Ａ 所得制限はありません。 

 

Q4 外国籍は支給対象となりますか。 

Ａ 国籍に関係なく要件を満たせば支給対象となります。 

 

Q5  妊娠届出後に流産（死産）しました。妊婦のための支援給付の対象になりますか。 

A 令和７年４月１日以降に産科医療機関等で流産（死産）を確認した場合は対象になりま

す。 

 

Q6  妊娠届出前に流産（死産）しました。妊婦のための支援給付の対象になりますか。 

A 令和７年４月１日以降に産科医療機関等で流産（死産）を確認した場合は対象になりま

す。ただし、妊娠していたことの事実確認が必要のため、申請の際に医師の胎児心拍の確認

及び妊娠していた胎児の数を証明する資料（診断書等）の提出が必要です。 

 

Q7  多胎児の流産（死産）の場合は、どのように支給されますか。 

Ａ 妊婦支援給付金は妊娠に対して５万円、子どもの数に応じて５万円支給します。そのた

め、双子の場合は「妊娠に対して５万円＋子ども（胎児）１人につき５万円×２」の額が支

給されます。 
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Q8  すでに出産応援ギフトを受け取り済みで、令和７年 4 月１日以降に産科医療機関等

で流産（死産）を確認しました。妊婦支援給付金の支給はどうなりますか。 

A 妊婦支援給金のうち、「妊娠に対して５万円」の部分は支給対象外です。「子どもの数に

応じて５万円」は支給対象になりますので、支給手続きをしてください。また、受け取り済

みの出産応援ギフトはそのままご利用いただくことができますのでご活用ください。 

 

Q9  令和７年３月 31 日以前に産科医療機関等で流産（死産）を確認し、令和７年４月１

日以降に申請の申出をした場合は妊婦のための支援給付の対象になりますか。 

A 妊婦のための支援給付の対象になりません。出生日及び産科医療機関等で流産（死産）

を確認した日を基準日として支給するものを判断します。このケースの場合、流産（死産）

を確認した日は令和７年３月 31 日以前のため、出産応援ギフトが支給対象になります。 

 

 

支給手続きについて 

Q10  （流産・死産の場合）妊婦支援給付金の支給を受けるにはどうすればよいですか。 

A ホームページの申請フォームから申請してください。なお、妊娠届を提出する前に流産

（死産）された方は妊娠の事実確認の資料の添付が必要になります。 

 

Q11  （妊婦支援給付金）申請に必要な「妊娠の事実確認の資料」とは具体的に何ですか。 

A 産科医療機関等の医師等による胎児心拍の確認及び妊娠していた胎児の数を証明する

診断書等を資料として確認します。産科医療機関等が発行する診断書等の他に、ホームペー

ジ掲載の「妊婦給付認定用診断書」の書式に医師等の署名を受けることで資料とすることも

できます。 

 

住所、転出入について 

Q12  杉並区から他自治体へ転出しますが、対象になりますか。 

Ａ 妊婦支援給付金は、申請時点で杉並区に住民登録していることが支給要件です。申請時

点ですでに杉並区から転出していた場合は杉並区では支給対象外になりますので、転出先

自治体にお問合せください。 

※複数の市区町村から二重に受けることはできません。 
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Q13  流産（死産）した時点では杉並区に住民票がありましたが、現在は他自治体に住民票

を置いています。対象になりますか。 

A 妊婦支援給付金は、申請時点で杉並区に住民登録があることが支給要件です。すでに杉

並区から転出している場合は杉並区では支給対象外になりますので、現在住民登録してい

る自治体にお問合せください。 

 

Q14  すでに流産（死産）しており、これから杉並区へ転入しますが、対象になりますか。 

Ａ 妊婦支援給付金は複数の市区町村から二重に受けることはできないため、他自治体で

未受給の部分のみ杉並区で対象になります。流産（死産）を産科医療機関等で確認した日や

転入日によってご案内が異なるため、担当（地域子育て支援課（☎５３０７－０７８６））

にご連絡ください。 

 

Q15  海外居住中に妊娠・流産（死産）して、その後杉並区に国外転入します。対象になり

ますか。 

A 住民登録の状況や流産（死産）を確認した時期によって対応が異なります。個別に担当

（地域子育て支援課（☎５３０７－０７８６））にご相談ください。 

 

Q16  DV により、杉並区に避難して生活しています。対象になりますか。 

Ａ 申請時点で住民登録がある自治体が支給するため、住民登録している自治体にお問い

合わせください。 

 

Q17  DV により、杉並区外に避難して生活しています。住民票は杉並区のままですが、対

象になりますか。 

Ａ DV により他自治体に避難されている方は、杉並区の担当（地域子育て支援課（     ５

３０７－０７８６））にお問合せください。 


